
▼
募
集
人
員
＝
若
干
名　

▼
対
象
＝
お

お
む
ね
50
歳
ま
で
の
健
康
な
方　

▼
勤
務

場
所
＝
給
食
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
赤
羽
根
地

区
・
渥
美
地
区
の
小
中
学
校　

▼
勤
務
時

間
＝
給
食
セ
ン
タ
ー
・
午
前
８
時
15
分
〜

11
時
45
分
（
３
・
５
時
間
）
と
午
後
１
時

〜
４
時
（
３
時
間
）
／
赤
羽
根
地
区
・
午

前
８
時
〜
午
後
３
時
45
分
（
７
時
間
）
／

渥
美
地
区
・
午
前
９
時
〜
午
後
３
時
15
分

（
５
・
５
時
間
）　

▼
採
用
期
間
＝
６
月
１

日
（
木
）
〜　

▼
賃
金
＝
時
給
９
１
０
円

▼
申
し
込
み
＝
５
月
25
日
（
木
）
ま
で
に
、

給
食
セ
ン
タ
ー
で
交
付
す
る
履
歴
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
提
出
／
土
・
日
・

祝
祭
日
お
よ
び
学
校
休
校
日
を
除
く
午
前

８
時
15
分
〜
午
後
５
時

▼
田
原
市
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
22
局
２
７
０
０　

22
局
７
６
５
６

▼
対
象
＝
①
一
般
②
高
校
生
（
一
括
受
験

申
請
に
限
る
）
▼
種
類
＝
①
甲
種
・
乙
種

全
類
・
丙
種
②
乙
種
第
４
類
・
丙
種

▼
試
験
日
＝
①
７
月
９
日
（
日
）
②
７
月

16
日
（
日
）
▼
場
所
＝
①
豊
橋
市
内
・
名

古
屋
市
内
②
名
古
屋
市
内　

▼
申
し
込
み

＝
６
月
５
日（
月
）か
ら
９
日（
金
）
ま
で

に
消
防
署（
各
分
署
）
に
あ
る
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
提
出　

▼
そ
の

他
＝
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
消
防
課
☎
23
局
４
０
７
４

　

23
局
２
４
４
０

▼
対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
の
18
歳
以
上

の
方　

▼
場
所
＝
田
原
市
情
報
セ
ン
タ
ー

（
田
原
文
化
会
館
２
階
）　

▼
申
し
込
み
＝

電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
情
報
推
進
課
☎
22
局
７
２
０
０

　

田
原
市
公
平
委
員
会
委
員
鈴
木
啓
之
さ

ん
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
新
委
員
に
木
村

覓
さ
ん
（
高
木
町
）
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
22

年
３
月
31
日
ま
で
の
４
年
間
で
す
。

　

ま
た
、
４
月
３
日
（
月
）
に
開
催
さ
れ

た
田
原
市
公
平
委
員
会
第
１
回
定
例
会
に

お
い
て
、
委
員
長
に
河
合
敏
さ
ん
（
田
原

町
）
が
、
委
員
長
職
務
代
理
者
に
河
合
完

治
さ
ん
（
野
田
町
）
が
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し

ま
し
た
。

　

公
平
委
員
会
は
、
職
員
の
利
益
の
保
護

と
公
正
な
人
事
権
の
行
使
を
保
障
す
る
た

め
に
、
市
長
、
そ
の
他
の
任
命
権
者
か
ら

独
立
し
た
地
位
を
有
す
る
機
関
で
す
。

■
職
務

①
給
与
、
勤
務
時
間
、
そ
の
他
の
勤
務

条
件
に
関
す
る
措
置
の
請
求
を
審
査
・

判
定
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る

②
職
員
に
対
す
る
不
利
益
な
処
分
に
つ
い

て
の
不
服
申
し
立
て
に
対
す
る
裁
決
、

ま
た
は
判
定
を
す
る

③
そ
の
ほ
か
法
律
に
基
づ
き
、
そ
の
権
限

に
属
す
る
事
務
を
処
理
す
る　

な
ど

　

新
し
い
人
権
擁
護
委
員
に
、
石
原
啓
子

さ
ん
（
田
原
町
）
が
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、鈴
木
敏
代
さ
ん（
加

治
町
）
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
平

成
18
年
４
月
１
日
か
ら
３
年
間
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民
の
基
本
的
人

権
の
侵
犯
を
監
視
・
救
済
し
、
人
権
思
想

の
普
及
・
高
揚
に
努
め
る
委
員
で
す
。
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田
原
市
公
平
委
員
会
委
員

田
原
市
給
食
セ
ン
タ
ー

　
　

臨
時
職
員（
調
理
員
）

危
険
物
取
扱
者
試
験

委員
木村 覓 さん

人
権
擁
護
委
員

パ
ソ
コ
ン
教
室
を
開
催

時間

13:30～

  9:30～

13:30～

  9:30～

  9:30～

13:30～

  9:30～

  9:30～

  9:30～

開催日

6/4～ 7/9の日曜日

6/6～ 8、6/13～ 15

7/4～ 6、7/11～ 13

6/20

6/27～ 30

7/16～ 8/6の日曜日

7/11～ 14

6/4～ 7/2の日曜日

7/9～ 8/6の日曜日

コース

初級1

初級2

初級3

タイピング

文書作成1

文書作成2

表計算1

パワーポイント1

アクセス1


